
　（３）主たる効果の抽出 整備しようとする小型巡視船（PS型）は、追跡捕捉能力、夜間監視採証能力等が強化されており、我が国周辺海
域における海洋権益の保全等の事案対応体制強化を図ることができる。

事業の総合評価 事業内容及び効果の評価結果が適当であると判断。

　（１）必要性・緊急性 ①必要性
（ア）小型巡視船（PS型）は沿岸海域で発生する海難救助等の警備救難業務を担い、国内密漁事犯、外国漁船の
違法操業事犯、密輸・密航事犯等の海上犯罪の取締りや沿岸海域における法令の励行・取締りを主たる任務とし
ていることから、特に、これら海上犯罪が発生する蓋然性の高い海域を管轄する部署に機動性に優れた小型巡視
船（PS型）を配備する必要がある。

（イ）我が国の領海警備に関する情勢変化に鑑み、領海警備、海洋権益の保全等に的確に対応するため、追跡・
捕捉能力、監視採証能力、情報伝達能力を強化した巡視船へ代替する必要がある。

②緊急性
（ア）一部の小型巡視船（PS型）は、建造から20年以上が経過しているため、船底破口や主機関の故障等が頻発
しており、乗組員の安全性が著しく低下している状況にある。

（イ）また、代替整備が遅れることにより、基幹装備品の故障や腐食による船体損傷等が増加し、迅速な現場進出
や災害対応等本来の任務を全うすることができない。さらに、長期間を要する臨時修理が頻発していることから、
一刻も早く小型巡視船（PS型）を整備する必要がある。

　（２）事業の効果

本事業で小型巡視船（PS型）を整備することにより、期待される業務上の効果は以下のとおり。

①　速力の向上により、対象船の的確な追尾、現場海域への到達時間の短縮化が可能となる。

②　採証機能向上により、夜間取締能力の強化、昼夜を問わない監視・採証及び捜索救助が可能となる。

③　高性能武器、防弾構造、接舷用防舷物により厳正かつ適確な法執行活動が可能となる。

④　停船命令等表示装置により、付近航行船舶に対し、昼夜を問わず視覚的な情報伝達が可能となる。

本事業に関連する事業 老朽巡視船の解役

政策（施策）目標
政策目標：安全で安心できる交通安全の確保、治安・生活安全の確保
施策目標：船舶交通の安全と海上の治安を確保する

事業の効果分析

総事業費 （億円） 約５７億円

運用開始年度 令和４年度

耐用年数 ２０年

海上保安庁

事業内容 小型巡視船（PS型）２隻の建造及び就役

配備管区及び主な活動海域 調整中

整備期間 開始 令和３年度 完了 令和４年度

巡視船艇整備事業　評価書

令和２年度

事業名 （箇所名） 小型巡視船（PS型）２隻建造
担当課 船舶課 事業

主体

国土交通省

担当課長名 矢頭　康彦



【小型巡視船（PS型）】

【小型巡視船（PS型）の老朽化の状況】

20ミリ機関砲

遠隔放水銃

複合型ゴムボート

ウォータージェット推進



令和 ２ 年度

事業期間

事業名 （箇所名）

事業計画の必要性

事業計画の合理性

（備考）事業採択要件：「事業計画の必要性」、「事業計画の効果」に関する評点が100点以上、「事業計画の合理性」に関する評点が100点であること。
　　　　　・事業計画の必要性－既存施設の老朽・狭隘・政策要因等、施設の現況から事業計画を早期に行う必要性を評価する指標
　　　　　・事業計画の合理性－採択案と同等の性能を確保できる代替案の設定可能性の検討、代替案との経済比較等から新規事業として行うことの合理性を評価する指標
　　　　　・事業計画の効果　 －通常業務に必要な機能を満たしていることを確認・評価する指標

計画概要

海上保安大学校の施設整備
（教育訓練施設（学生寮）の整備）

総事業費 （億円）

政策（施策）目標
政策目標：安全で安心できる交通の確保、治安・生活安全の確保
施策目標：船舶交通の安全と海上の治安を確保する

令和 ３ 年度～令和 ６ 年度

実施箇所

事業諸元

担当課

坪井　謙二 海上保安庁

評点 必要性の主な根拠

 １００点 当該行政需要への対応が特に緊急を要するもの

海上保安官署施設整備事業　評価書

広島県呉市

・敷地　約:１２５,０００㎡
・構造　RC-４、W-1
・規模　約１，８００㎡

約８．７億円

国土交通省

担当課長名

施設補給課 事業
主体

評点 合理性の主な根拠

Ｃ’：代替案の総費用（ＬＣＣ）（億円）

代替案との経済比較

 １００点
海上保安大学校においての全寮制による共同生活が必要なることから教
育施設の増築によるほかない

Ｃ’－Ｃ ー

　　　　基準年度：　平成    年度

業務を行うための基本機能（Ｂ１）

評点 効果の主な根拠

Ｃ ：事業案の総費用（ＬＣＣ）（億円）

A

Ｃ

施策に基づく付加的機能（Ｂ２）

評価

社会性
（地域性）

環境保全性
（木材利用促進）

主な取り組み

地域性、環境保全性については充実した取り組みが計画されている。
法令既定に基づく教育訓練施設（研修生寮）の整備。

環境保全性
（環境保全性）

B

平成28年12月21日に関係閣僚会議で決定された「海上保安体制強化に関する方針」により海上保安
業務対応能力の向上を図るため、海上保安大学校において初任科課程の新設に伴い増員される研修
生の住環境を整備するために施設の増築を行うもの。

その他

＜船舶建造等整備事業評価委員会（第三者委員会）の意見内容＞
withコロナ時代に即した建物にする必要がある。
新規事業化については、妥当であると判断。

事業計画の効果

機能性
（ユニバーサルデザイン）

機能性
（防災性）

B

Ｃ

   １３３点
国として用地を保有できており、自然的条件から災害防止・環境保全上良
好である。施設へのアクセスは良好であり、適切な構造、機能として計画さ
れている。



概要図
（位置図）

施設名：海上保安大学校の施設整備
　　　　　　（教育訓練施設（学生寮）の整備）

事業場所：広島県呉市

広島県呉市

整備予定地



事業名 　 海上保安大学校の施設整備（教育訓練施設（学生寮）の整備）

事業計画の評価内訳

評点 評価の根拠

●建替等の場合

　　①老朽 点

　　②狭あい 点

　　③借用返還 点

　　④分散 点

　　⑤地域連携 点

　　⑥立地条件の不良 点

　　⑦防災機能に係る施設の不備 点

　　⑧施設の不備 点

　　⑨法令等 点

イ　①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨ 計 点

●新規施設の場合 点

　　①法令等 点

　　②新たな行政需要 100点 当該行政需要への対応が特に緊急を要するもの

　　③機構新設 点

イ'　①＋②＋③　 計 100点

点

100点

評点 評価の根拠

100点
海上保安大学校においての全寮制による共同生活
が必要なることから教育施設の増築によるほかな
い

分類 係数 評価の根拠

①用地の取得・借用 1.10 国として用地を保有できている。

②災害防止・環境保全 1.10 自然的条件からみて災害防止・環境保全上良好な状態である

③アクセスの確保 1.10 施設へのアクセスは良好である

④都市計画その他の土地利用に関する計画との整合性 1.00 都市計画その他の土地利用に関する計画と整合している

⑤敷地形状等 1.00 敷地が有効形状、接道あり

イ　①×②×③×④×⑤ 計 1.33
①建築物の規模 1.00 業務内容等に応じ、適切な規模を設定

②敷地の規模 1.00 建築物の規模及び業務内容に応じ、適切な規模を設定

ロ　①×② 計 1.00
構造 ①機能性（業務を行うための基本機能に該当する部分） 1.00 執務に必要な空間及び機能が適切に確保される見込み

ハ　① 計 1.00

133点

評価 評価の根拠

B 地域住民との連携等充実した取組み計画である。

B 照明制御、高性能ガラスの導入

A 木造化（渡り廊下）、内装等の木質化

Ｃ 建築物移動等円滑化基準を満たす計画である。

Ｃ
官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に基づいた整備
など、一般的な取組が行われている

1. 事業計画の必要性
計画理由

加算点

評点（イまたはイ'+加算点）

２. 事業計画の合理性
評価項目

他の案では、事業案と同等の性能を確保できないと評価される場合

業務を行うための基本機能（Ｂ１）

位置

規模

評点（イ×ロ×ハ×100）　　　　　　

３. 事業計画の効果

機能性（防災性）

項目

環境保全性（木材利用促進）

機能性（ユニバーサルデザイン）

施策に基づく付加機能（Ｂ２）

分類及び評価項目

社会性（地域性）

環境保全性（環境保全性）



事業計画の必要性に関する評価指標
計画理由が２以上の時は、主要素と従要素に区分し、主要素についての評点に従要素それぞれについての評点の１0％を加えた点数を事業計画の必要性の評点とする。

●建替等の場合
計画理由 内容 評点 100 90 80 70 60 50 40 備　　　　　　考

50％以下 60％以下 70％以下 80％以下
気象条件の極めて過酷な場所にある場合は、左
記に基づく評点に10点加算する。

経年、被災等により構造耐力が著
しく低下し、非常に危険な状態にあ
るもの

狭あい 0.5以下 0.55以下 0.60以下 0.65以下 0.70以下 0.75以下 0.80以下
敷地等の関係で増築が可能な場合は、主要素と
しない。

借用期限が切れ即
刻立退が必要なもの

期限付き立退要求の
もの

なるべく速やかに返
還すべきもの

緊急に返還すべきもの
なるべく速やかに返
還すべきもの

分散
２ヶ所以上に分散、相互距離が１
km以上で（同一敷地外）、業務上
著しく支障があるもの

２ヶ所以上に分散、相互距離が
300m以上で（同一敷地外）、業務
上非常に支障があるもの

同一敷地内に分散、業務上支障
があるもの

相互距離は、通常利用する道路の延長とする。

周囲が区画整理等施行済みで当該
施行分のみ未施行となっているも
の

区画整理等施行中
で早く立ち退かない
と妨害となるもの

区画整理等が事業
決定済みであるもの
（年度別決定済み）

区画整理等が計画決定済みであ
るもの

都市計画的にみて地域性上著し
い障害のあるもの又は防火地域
若しくは準防火地域にある木造建
築物で延焼の可能性が著しく高い
もの

都市計画的にみて地域性上障害
のあるもの又は防火地域若しくは
準防火地域にある木造建築物で
延焼の可能性が高いもの

都市計画的にみて地域性上好ま
しくないもの又は防火地域若しく
は準防火地域にある木造建築物
で延焼のおそれがあるもの

位置が不適当で業務上非常な支
障を来しているもの又は公衆に非
常に不便を及ぼしているもの

位置が不適当で業務上支障を来
しているもの又は公衆に不便を及
ぼしているもの

位置が不適当で業務上又は環境
上好ましくないもの

地盤沈下、低湿地又は排水不良等
で維持管理が不可能に近いもの

地盤沈下、低湿地又は排水不良
等で維持管理が著しく困難なもの

地盤沈下、低湿地又は排水不良
等で維持管理が困難なもの

地盤沈下、低湿地又は排水不良
等で維持管理上好ましくないもの

防災機能に係る施
設の不備

施設が不備、かつ運用による代替
ができないため、業務の遂行が著し
く困難なもの又は人命の安全確保
が困難なもの

施設が不備、かつ運用による代
替が十分できないため、業務上好
ましくないもの又は人命の安全上
好ましくないもの

改修により対応できる場合は、主要素としない。

施設が不備のため業務の遂行が著
しく困難なもの

施設が不備のため業務の遂行が
困難なもの

施設が不備のため業務の遂行に
支障を来しているもの

施設が不備のため業務上好ましく
ないもの又は来庁者の利用上著
しく支障があるもの

敷地等の関係で増築が可能な場合は、主要素と
しない。

法令による基準よりはるかに低い
もの

法令による基準より相当低いもの 法令による基準以下であるもの 主要素としない。

法令等
法令、閣議決定等に基づき整備が
必要なもの

国の行政機関等の移転及び機構統廃合等に適
用する。ただし、機構統廃合による場合は、主要
素としない。

備考
１　「現存率」とは、官庁建物実態調査の結果による。官庁建物実態調査を行っていない施設については、実情を踏まえて評点を付す。
２　「面積率」とは、「現有延べ面積／必要延べ面積」により算出する。
　　ここで、現有延べ面積及び必要延べ面積は、執務面積、会議室等の附属面積、設備関係面積、交通部分面積及び各官署の固有業務に関係した諸室面積を含み、車庫、渡り廊下等を除く面積とする。
　　必要延べ面積は、積み上げにより算出する。

●新規施設の場合
計画理由 内容 評点 100 90 80 70 60 50 40 備　　　　　　考

法令等
法令、閣議決定等に基づき整備が
必要なもの

新たな行政需要
当該行政需要への対応が特に緊急
を要するもの

当該行政需要への対応を至急す
べきもの

当該行政需要への対応の必要性
は認められるが急がなくてよいも
の

機構新設
整備を行わない場合は、業務の遂
行が著しく困難なもの

整備を行わない場合は、業務の
遂行が困難なもの

整備を行わない場合は、業務の
遂行に支障を来すもの

整備を行わない場合は、業務上
好ましくないもの

機構新設に伴う整備

施設の不備

施設の老朽（現存率）

構造耐力の著しい低下

庁舎面積（面積率）

立退要求がある場合

法令等に基づく整備

災害時における必要機
能に係る施設の不備

必要施設の不備
（災害時における必要機
能に係る施設の不備を
除く）

老朽

新たな行政需要に対応
した整備

採光、換気不良

法令等に基づく整備

借料が高額等の事情に
より返還すべき場合

事務能率低下、連絡困
難

都市計画の進捗

次に該当する場合は、主要素と従要素に区分し
た上で得られる評点（従要素の場合は評点の10
分の１。該当する理由がない場合は0点）に、次の
いずれかを加算し、当該計画理由の評点とする。
・シビックコア計画に基づくもののうち、シビックコ
ア内の当該施行分を除く施設、関連都市整備事
業等の全てが整備済みの場合は7点、少なくとも
全てが建設に着手済みの場合は4点
・地方公共団体の施設と合築整備（同一又は隣
接する敷地に増築により一体的に整備する場合
を含む。以下同じ。）をするもので、その合築整備
が確実な場合は、4点
・地域防災へ貢献する取組が確実に行われる場
合は、4点

地域性上の不適

位置の不適

借用返還

地域連携

立地条件の不良

地盤の不良



事業計画の合理性に関する評価指標

事業計画の合理性は、当該事業を次の表に定めるところによって評価し、評点を算定する。

評点 評　　　　価

下記のいずれかに当てはまる。

・同等の性能を確保できる他の案との経済比較を行った際に、事業案の方が経済的で

　あると評価される場合。

・同等の性能を確保できる他の案との経済比較を行った際に、リスク等の総合判断に

　より事業案の方が合理的であると評価される場合。

・他の案では、事業案と同等の性能を確保できないと評価される場合。

　（実現可能な代替案が存在しない場合を含む。）

・他の組織・機関が採算性等の審査等により評価を行う場合であって、当該評価方法

　に合理性があると確認できる場合。

０点 上記のいずれにも当てはまらない。

【評価理由】

１００点

　海上保安官には海上保安業務に関する幅広い知識と業務を全うし得る高い士気、船艇勤務に耐
え得る団体的規律、職員相互の深い団結心と信頼関係が求められる。
　このため海上保安大学校においての全寮制による共同生活が必要なることから教育施設の増築
によるほかない。



事業計画の効果（Ｂ１）に関する評価指標
　１．各項目毎の係数をすべて掛け合わせ、100倍した数値を事業の効果の評点とする。
分類 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.5

国として用地を保有できて
いる。

用地を取得等できる具体的
な見込みがある。又は必要
な期間の用地の借用が担
保されているか、その具体
的な見込みがある。

用地の取得・借用の見込み
が立たない。

自然的条件からみて災害
防止・環境保全上良好な状
態である。

自然的条件からみて災害
防止・環境保全上の支障は
全て技術的に解消できる見
込みである。

自然的条件からみて災害
防止・環境保全上の支障が
あり、その支障を技術的に
全て解消することはでき
ず、軽微な支障が残る見込
みである。

自然的条件からみて災害
防止、環境保全上の支障
があり、その支障を技術的
に全て解消することはでき
ず、重大な支障が残る見込
みである。

施設へのアクセスは良好で
ある。

施設へのアクセスに支障が
無いか、又はその支障は全
て解消する見込みである。

施設へのアクセスに支障が
あり、その支障が全て解消
されず、軽微な支障が残る
見込みである。

施設へのアクセスに支障が
あり、その支障が解消され
ず、重大な支障が残る見込
みである。

都市計画その他の土地利
用に関する計画と整合して
いる。

都市計画その他の土地利
用に関する計画と整合して
いないが、建設までに整合
する具体的な見込みがあ
る。

都市計画その他の土地利
用に関する計画と整合して
おらず、かつ、建設までに
整合する見込みがない。

敷地全体の有効利用や敷
地への安全・円滑な出入り
が実現しやすい敷地形状・
接道の状況である。又は建
設までにそういう状況にな
る見込みである。

敷地全体の有効利用を実
現するには、技術的に工夫
を要する敷地形状・接道の
状況であり、かつ、建設ま
でにその状況が改善される
見込みがない。

安全・円滑な出入りを実現
するには、技術的に工夫を
要する敷地形状・接道の状
況であり、かつ、建設まで
にその状況が改善される見
込みがない。

敷地全体の有効利用や敷
地への安全・円滑な出入り
を実現するのは困難な敷
地形状・接道の状況であ
り、かつ、建設までにその
状況が改善される見込み
がない。

業務内容等に応じ、適切な
規模となっている。

業務内容等に対し、やや不
適切な規模となっている。

業務内容等に対し、著しく
不適切な規模となってい
る。

建築物の規模及び業務内
容に応じ、適切な規模と
なっている。

建築物の規模及び業務内
容に対し、やや不適切な規
模となっている。（駐車場の
不足などが見込まれる。）

建築物の規模及び業務内
容に対し、著しく不適切な
規模となっている。

構造
執務に必要な空間及び機
能が適切に確保される見
込みである。

執務に必要な空間又は機
能が適切に確保されない
可能性がある。

執務に必要な空間又は機
能が確保されない見込みで
ある。

機能性（業務を行うための基本機能に該
当する部分）

用地の取得・借用

災害防止・環境保全

都市計画その他の土地利用に関する計
画との整合性

項目

位置

規模

アクセスの確保

敷地形状等

建築物の規模

敷地の規模



事業計画の効果（Ｂ２）に関する評価指標

下記の各分類ごとに評価を行う。

Ａ 特に充実した取組が計画されている。
右の施策が２つ以上取り組まれ
ている。（又はその計画であ
る。）

Ｂ 充実した取組が計画されている。
右の施策が１つ取り組まれてい
る。（又はその計画である。）

Ｃ 一般的な取組が計画されている。

Ａ
官庁施設の環境保全性基準※２に基づいた取組がなされてい
るほか、特に充実した取組が計画されている。

右の施策が４つ以上取り組まれ
る計画である。

Ｂ
官庁施設の環境保全性基準※２に基づいた取組がなされてい
るほか、充実した取組が計画されている。

右の施策が２つ以上取り組まれ
る計画である。

Ｃ
官庁施設の環境保全性基準※２に基づいた取組がなされてい
るほか、一般的な取組が計画されている。

Ａ 特に充実した取組が計画されている。
右の施策が２つ以上取り組まれ
る計画である。

Ｂ 充実した取組が計画されている。
右の施策が１つ取り組まれる計
画である。

Ｃ  一般的な取組が計画されている。

Ａ 特に充実した取組が計画されている。

Ｂ 充実した取組が計画されている。

Ｃ 一般的な取組が計画されている。

Ａ
官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に基づいた取組がなさ
れているほか、特に防災に配慮した取組が行われている。

右の施策が２つ以上取り組まれ
る計画である。

Ｂ
官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に基づいた取組がなさ
れているほか、防災に配慮した取組が行われている。

右の施策が１つ取り組まれる計
画である。

Ｃ
官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に基づいた取組がなさ
れているほか、防災に関する一般的な取組が行われている。

※１
※２
※３
※４

分類 評価項目

社会性

ユニバーサル
デザイン

木材利用促進

地域性

環境保全性

＜施策※１＞特別な省エネ機器の導入（氷蓄熱、照明制御、アモル
ファス変圧器など）／蓄電池／緑化のための特別な対策（屋上緑化
など）／自然エネルギー利用のための特別な対策（太陽光発電、風
力発電など）／水資源の有効活用のための特別な対策（雨水利用設
備など）／外断熱／高性能ガラス

＜施策※３＞木造化／内装等の木質化／木質バイオマスを燃料とす
る機器の設置

＜施策※１＞火災への特別な対策（ガス消火など）／浸水への特別
な対策（防潮堤、止水版など）／強風への特別な対策（ビル風対策な
ど）／落雷への特別な対策（高度な雷保護など）／構造体に係る業務
継続のための特別な対策（免震又は制振構造）／ライフラインに係る
業務継続のための特別な対策（電力の多回線引込み、自家発電用オ
イルタンク容量７日以上対応、外部電源車からの引込接続対応）

建築物移動等円滑化誘導基準を満たす計画である。

建築物移動等円滑化基準を満たす計画である。又は建築物移動等円滑化基準の適用対象外施設で
ある。

官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に基づいた整備など、一般的な取組が行われている。

建築物移動等円滑化誘導基準を満たした上で、特にユニバーサルデザインに配慮※４する計画であ
る。

関連する法令、条例、計画、協定等と整合が図られている。

評価の実施主体が評価（案）を作成する際に、個別の事業特性に応じて本表に記載のない施策を評価に加えることを妨げない。
「官庁施設の環境保全性基準」（平成29年３月22日付け国営環第14号）のうち2.3(2)による。
「公共建築物における木材の利用の促進のための計画」（平成28年４月１日　国土交通省）による。
「建築設計基準」（平成26年３月31日付け国営整第245号）のうち2.2.3（2）、2.7.2(2)(3)、2.8.4(2)による。

省エネ型器具などの導入が計画されている。（ＬＥＤ照明、高効率変圧器、エコケーブル、ノンフロン機
器、高効率熱源、ＶＡＶ、ＶＷＶ、節水設備など）

関連する法令、条例、計画、協定等と整合が図られている。

標語 取組状況

環境保全性

機能性

評価指標

防災性

＜施策※１＞地方公共団体、地域の協議会、商店街等との連携（シ
ビックコア、合築、地域防災へ貢献する取組、施設・駐車場の共用、
敷地の一体利用など）／既存建造物（歴史的建築物）の有効利用／
跡地の有効活用（景観形成、文化財保護、地方公共団体による活用
など）／地域性のある材料の採用／地域住民との連携（ワークショッ
プ、懇談会など）


